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事項（タームシートに記載されるような事項）で解除に関係するものの内容につ

いて合意すべきである。これらを合意していくプロセス（対象事項、提案の際に

提案すべき事項、提案内容の条件、その後の合意プロセス等）については、入札

段階で予め示す必要がある。 

 

(7)紛争解決 

 

対価の支払、手続費用、拒否事由に該当するか否かなどについて合意ができなかった場

合は、紛争解決プロセスを利用することが考えられる（これについては資料３参照）。 

 

５．留意点 

 

(1)予算との関係 

 

サービス内容の変更が管理者等の支払い額の増加につながる場合、予算がないと契約上

の規定があっても実行できない。こうした事態を防ぐため、管理者等は、債務負担行為

の設定額には一定の余裕を持つ必要がある。 

 

・この際、債務負担行為の文言を工夫することも考えられるが、文言の工夫によりどこま

で対応できるかについては別途検討する必要がある。 

・また、単年度の予算額についても、一定の予備費を確保することが望ましい25。 

 

(2)拒否事由に該当せず、選定事業者が価格見積を提出したにも関わらず価格に合意できな

かった場合の一部解除規定 

 

３に示す変更の規定を盛り込んでも、両当事者にとって納得のできる条件を見いだすこ

とができないことも考えられるため、合意できない場合の業務の一部解除の規定を盛り

込むことが考えられる。 

 

・解除は両当事者に与える影響が大きいことから、別途定める紛争解決手続（資料３参

照）を介在させることにより、一部解除の規定が濫用されないように配慮すべきであ

る。 

 

                                                  
25 変更に必要な予算が確保できない場合に、事実上契約に規定された変更手続を無視し、予算

本位で処理するようなことは厳に慎むべきである。曖昧なサービス内容の変更は、後日紛争を

生じさせるリスクが高いことを認識する必要がある。 
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(3)通常変更の場合の価格決定 

 

通常変更についても、価格の決定手続を盛り込むことが望ましいが、どのような方法を

採用するのかについては慎重な検討が必要である。①ベンチマーキング（市場価格を調

査し、それに応じて対価を調整する方法）、②マーケットテスティング（特定のサービス

の市場価格を確認するために、ＳＰＣが対象のサービスを入札にかける方法）、③中立的

な専門家の活用（適格性を有する独立した技術アドバイザーに、参考価格の作成（への

助言）や選定事業者の見積の精査を委ねる方法）などが考えられる26。 

                                                  
26 英国 SoPC4 では、これらの３つの方法が挙げられているが、学校 PFI を除き、この部分は各

分野の標準契約の具体的プロセスはまだ公表されていないので、具体的にどのように規定され

ていくかは明らかではない。英国財務省から 2007 年８月に公表された Change Protocol 

Principle （主に学校 PFI を想定）は３つの方法が併記されている。同じく財務省から 2007

年 12 月に公表された Variations Protocol for Operational Projects（entered into prior 

to Standardisation of PFI Contracts version 4）（草案）でも、３つの方法が記載されてお

り、どれを原則にすべきかについては明記されていない（2.19-2.26）。一方、自治体によるＰ

ＦＩについて、各分野の標準契約に変更手続（Change Protocol）が盛り込まれるまで使用さ

れることになっている 4ps:Mode Change Protocol for Accommodation PFI projects において

は、マーケットテスティングが望ましい方法とされている。 
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６．条文例 

 

別紙 13 要求水準書の変更手続 

 

以下、簡易変更の規定を入れた場合の例を示すもの。簡易変更の規定の必要性及びその内

容については、簡易変更のための手段の実用性の有無、事業の性質等に応じて判断される

べきである。 

 

※以下の用語を事業の性質に応じて定義規定で定義する。 

「簡易変更」―― 一定の規模（金額）以下のサービス内容の変更 

「通常変更」―― 一定の規模（金額）以上のサービス内容の変更 

「簡易変更価格一覧」―― 将来の変更のために作成した資材、日当等及び各項目に使用

すべき指標等の一覧で、事業者提案に添付し、順次更新。 

「原価一覧」―― 積算根拠として事業者提案に添付。（※Ⅳ４(2)の注釈参照。一種のオ

ープンブック方式を想定） 

 

Ⅰ サービス内容変更要求通知 

 

１ 甲は、サービス内容を変更しようとするときは（但し、変更内容が簡易変更価格一覧

に記載のあるもののみである場合を除く）、随時２(1)から(5)に掲げる事項及び甲と乙が

合意する事項を記載したサービス内容変更要求通知を作成し、乙に送付又は交付するこ

とにより、サービス内容の変更（要求水準書、提案書及びその後の甲乙間の合意に基づ

き、乙が甲に対して履行する義務を負う業務の内容の変更をいい、要求水準書、業務範

囲の変更を含む。）を求めることができる。乙は、業務内容の変更に伴い［運営等協力企

業／受託・請負企業］の変更を行う場合には、別紙［10］に定める手続を行う必要はな

い。 

 

２ サービス内容変更要求通知には、次の各号に掲げる事項を記載することを要する。 

(1) 変更要求事項 ただし、甲は、変更要求事項を示すに当たり、要求水準書又はその

他の文書の該当箇所を引用し、変更前と変更後を併記又は修正履歴を表示することに

より該当部分を明確にしなければならない。 

(2) 変更開始希望日 ただし、変更開始希望日は、サービス内容変更要求通知の到達の

日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。 

ア 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い乙又は当該業務を受託する運

営等協力企業等において新たに設備の購入、運営等協力企業等若しくはその他の企
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業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、[６月]間 

イ 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い乙又は当該業務を受託する運

営等協力企業等において所有、委託又は雇用する設備の廃棄、委託契約の解除又は

配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、[６月]間 

ウ 及びイのいずれにも該当しない場合は[３月]間 

(3) サービスの対価の変更の意思の有無及び変更の意思がある場合は見込み額 

(4) 変更を要求する理由 

(5) その他必要事項 

 

Ⅱ 仮見積り及び仮対案の提出 

 

１、簡易変更に該当する場合を除き、乙は、甲に対し、サービス内容変更要求通知受領後

[30]日以内に仮見積り及び変更要求事項の範囲外の業務も考慮したより適切と考える仮

対案を書面により提出することができる。これらの仮見積り及び仮対案は、甲及び乙を

拘束しないものとする。 

２ １の仮見積り又は仮対案が提出された場合、甲は、これらを考慮の上、乙に対し、提

出を受けた日から[14]日以内に、乙がサービス内容変更要求通知に回答する必要がある

か否かを通知する。ただし、甲が[14]日以内に通知を行わない場合は、サービス内容変

更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなす。 

３ 甲がサービス内容変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、乙は当該通

知を受領後[30]日以内に、Ⅳの要領に従い甲に回答書を提出する。 

４ １から３に定める期間は、甲及び乙の合意により延長することができる。 

５ 甲がサービス内容変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、甲は、３の

仮対案を、これを基に更にサービス内容変更要求通知を作成するためにのみ使用するこ

とができる。 

６ １から５の手続は、両当事者が書面にて合意した場合、簡易変更についても用いるこ

とができる。 

 

Ⅲ 変更の拒否 

 

 １ 乙は、業務の変更が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その

該当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして業務内容の変更を拒否することがで

きる。拒否できる事由の有無について甲及び乙の間に争いが生じたときは、第○条に定

める紛争解決手続によるものとする。 

  (1) 違法となるとき 

(2) 乙又は運営等協力企業等の許認可の取消原因となるとき 



 168

(3) 乙又は運営等協力企業等が合理的に判断して取得不能な許認可の取得が必要とな

るとき 

(4) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき 

(5) 変更が実施された場合に本件［事業］の根本的な部分の変化を招来するとき 

(6) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき。 

(7) 前各号に準じるような重大な悪影響を乙に及ぼすとき 

(8) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき 

(9) サービス内容変更要求通知が本契約に定められた記載事項を欠いているとき 

(10) サービス内容変更要求通知に記載された変更開始希望日から[30]日以内に乙が変

更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき 

２ 前項にかかわらず、乙が前項(10)に掲げる事由に該当することのみを理由として拒否

の回答書を提出した場合、甲は、変更開始希望日について乙と協議した上で、変更開始希

望日を変更したサービス内容変更要求通知を乙に交付又は送付することにより、変更され

た当該サービス内容変更要求通知の受理後[10]日以内に更に回答を求めることができる。 

３ ［乙が第１項(1)から(7)に掲げる事由に該当することを理由として拒否の回答書を提

出した場合においては、以下のすべての要件を満たす場合に限り、甲は[30]日以内に、乙

と協議のうえ、本契約の一部解除を行うことができる。解除について乙に異議がある場合

には、第○条に定める紛争解決手続によるものとする27。なお、本項は、第 96 条に基づく

甲による任意解除を妨げないものとする。 

(1) サービス内容変更要求通知に記載された変更を第三者又は甲自らが適法に行うこ

とができると合理的に認められること 

(2) 一部解除により本件事業の根本部分に変化を及ぼさないこと 

(3) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼさないこと 

４ 前項により本契約の一部が解除された場合、以下に従ってサービス対価の減額及び補

償を行うものとする。 

(1) 解除された業務の内容に応じて、サービス対価を減額するものとする。減額幅を算

定する際には、複数の業務を一括して請け負うことによる費用が削減されている場

合の効果についても配慮する。 

(2) ［特段の事情28がある場合を除き、統括マネジメント業務の対価相当分については、

                                                  
27 第３項に規定する管理者等からの解除権については、将来変更が必要になる可能性の大小、

一部解除が現実的に可能か、一部解除された場合の事業者への影響等、諸般の事情を考慮して、

かかる規定の必要性の有無を判断すべきである。なお、この条項を挿入しない場合には、拒否

事由をより限定することも考えられる（例えば、英国 SoPC4 にも同様の拒否事由の規定がある

が、下請先が許認可を有していないことは拒否事由にあげられていない。したがって、第１項

第２、３号を修正することも考えられる）。 
28 特段の事情としては、例えば統括マネジメント業務に必要である人員を削減できる場合を想

定している。この部分については、予め特定できる事由については、特定することも考えられ

る(第 3号も同様)。 
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減額しないものとする。］29 

(3) ［特段の事情がある場合を除き、［株主への利益相当分］30については、減額しない

ものとする。］ 

(4) 甲は、別紙○3132に記載された契約条件に基づき、乙が［運営協力企業］に支払う必

要のある額を乙に補償するものとする。 

(5) ［その他必要な調整項目を記載］ 

５ 以下の各号のいずれかに該当する場合には、前項第 3号は適用しないものとする。 

(1) ［事業の性質に応じてやむを得ない事由を具体的に記載］ 

(2) ・・・ 

 

Ⅳ 乙による回答書の提出 

 

１ Ⅲの(1)から(10)に掲げる事由に該当する場合を除き、乙は、２に掲げる事項を記載し

た回答書により以下の期限までに回答を行う。乙が期限までに回答を送付しない場合は、

甲の変更要求通知記載の条件をすべて承諾したものとみなす。 

(1)通常変更：サービス内容変更要求通知受領後[40]日以内 

 (3)簡易変更（簡易変更対価一覧記載以外の変更）：サービス内容変更要求通知受領後

[10]営業日以内 

(4)(1)から(3)にかかわらず、Ⅱに従い仮対案又は仮見積りが提出された場合には、Ⅱに

記載された期限 

 

２ 前項の回答書には、以下の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 変更方法 

(2) 変更に係る乙の増加費用及び減少可能な費用 

(3) 取得又は変更しなければならない許認可及び当該許認可の取得見込日 

(4) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び要求水準書中関

連する条項の変更案 

                                                  
29 統括マネジメント業務がない場合には、本号を削除するか、修正する必要がある。 
30 株主の利益分を明示した財務モデル等をあらかじめ合意していることを前提としている。 
31 契約の締結時点までに、SPC と運営協力企業との契約のうち、重要な事項（タームシートに記

載されるような事項）で解除に関係するものの内容を別紙として添付する方法を想定している。

これらを合意していくプロセス（対象事項、提案の際に提案すべき事項、提案内容の条件、そ

の後の合意プロセス等）については、入札段階で予め示す必要がある。 
32 本別紙作成の際、初期投資（契約締結等に要する費用も含む）を伴うものについてはこれが

回収できるような金額を入れること（公共による買取により回収できる部分を除く。）、また初

期投資を伴わない場合については、一定の期間（たとえば半年以上）前に通知した場合には補

償をしなくて済むようにすることなどが考えられる。また、本別紙は、Ⅲ４、５、Ⅳ６で使用

されることが想定されているが、それぞれの場合で状況が多少異なるため、どれが適用される

場合かにより金額を変えることも考えられる。 
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(5) 変更により本件施設の利用不能又は不便を招来するか否か 

(6) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響 

(7) 運営等協力企業等の変更の見込み 

(8) その他甲が定める事項及び特記事項 

３ 簡易変更の場合の費用算定方法 

(1) 簡易変更価格一覧に含まれる部分については、同一覧により決定する。 

(2) これ以外については以下に従い算定する33。 

① 簡易変更価格一覧に含まれない部分については、原価一覧に応じて計算（以下の

例による）。 

工事・設計 同種の工事のユニット当たりの単価に変更対象工事
のユニット数を乗じた額 

施設にかかる維持管
理業務 

同種の設備の更新サイクル及びメンテナンス費用の
単価を基準に算定した額 

運営業務 同種の業務の面積当たり、時間当たり、又は業務当
たりの単価を用いて計算した額 

② 原価一覧記載の業務に比べ、高い質の業務の提供を甲が要求した場合、合理的範

囲内で増額。 

③ 原価一覧記載外の業務は市場価格（乙が客観的な資料を提出） 

④ 乙の管理費（上記の額に原価一覧に記載された割合を乗じる） 

⑤ ［甲及び乙が予め合意した範囲内における見積書作成費用。］ 

⑥ ［その他必要な調整条項を記載］ 

 

(3) 指標による調整：簡易変更価格一覧及び原価一覧に記載された金額については、運営

期間開始後［１年］ごとに別紙○に記載された指標に応じて修正されるものとする。 

(4) 簡易変更価格一覧の更新：甲及び乙は、運営期間開始前及び運営期間開始後各年度の

始めまでに簡易変更価格一覧に追加が必要な項目を甲及び乙の合意により追加する

ものとする。また、指標による調整をしてもなお同一覧に記載された単価が合理性を

欠くと認められる場合については、変更を希望する当事者は客観的な資料を示した上

で、変更を求めることができる（市場価格に幅がある場合、甲にとって も有利な価

格を基準とする）。 

 

４ 甲は、１の回答書を受領後又は１の回答書を受領せずにその回答期限を経過した後直

                                                  
33 上記は英国 SoPC4 に準拠して作成された Change Protocol Principles（英国財務省より 2007

年８月公表）の中規模変更の規定をベースに作成したものである（主に学校ＰＦＩを想定して

作成）。しかし、これが実際に機能するかは現段階では不明であり、日本において採用する場

合、このような方法が可能か、可能であるとすればどのような調整事項が必要かについても別

途検討する必要がある。いずれにせよ、価格決定の方法については英国、日本ともに確立した

方法はなく、どのような方法であれば、透明性、公平性及び迅速性を確保できるのかについて、

広範に議論をしていく必要がある。 
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ちに、乙との間で、要求水準の詳細、サービスの対価の算定方法の変更、変更期限日及

びその他必要な事項について協議する。これらの事項について甲及び乙が合意に至った

場合、甲及び乙は変更を証するため、変更確認書を作成する。 

 

５ ４の合意が協議開始後[60]日以内に成立しなかった場合、第○条に定める紛争解決手

続により合意を図るものとする。同条に求める手続によっても合意できなかった場合、

甲は乙に対して甲の 終案を通知する。乙がこれに不服がある場合には、乙は、甲と協

議の上、変更と不可分の部分（甲乙の協議により定める）について本契約を終了させる

ことができるものとする。この場合、乙は新たな受注者の選定及び事業の引継に協力す

る義務（[    ]に関する情報の開示を含む）を負うものとする。 

 

６ 一部解除を行った場合のサービス対価の変更及び補償については、Ⅲ第４項を準用す

るものとする。ただし第３号を除く。 

 

 

Ⅴ 乙からの提案 

 

乙は、随時、変更内容及びⅣ２(1)から(8)に掲げる事項を記載し、かつ見積りを付した

書面により業務内容の変更を提案することができる。甲は、乙の当該提案について協議

に応じるか否かを決定し、[15]日以内に書面により乙に回答する。甲が乙の当該提案に

ついて協議に応じる場合は、10 及び 11 の規定を準用する。 

 

Ⅵ．定期的変更協議 

 

(1) 甲及び乙は以下の期日（以下「定期的変更協議開始日」という）から、サービス内容

の変更の必要性について、協議を行なうものとする。両当事者は、定期変更協議開始日

までに、必要に応じてアンケート、インタビュー等を行なった上で、変更検討事項報告

書（別紙○の様式による）を他方に対して提出するものとする。 

① 運営開始日の［ ］月前の日 

② 運営開始後［９］月を経過した日 

③ 運営開始後［５年、１０年、１５年、２０年、２５年］を経過した日 

(2) 甲は、協議の結果変更が必要との結論に至った場合には、本別紙Ⅰ以下の規定し従っ

て変更要求通知を送付する。 

  

Ⅶ 簡易変更価格一覧のみに基づく変更 
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１．甲は、簡易変更価格一覧に記載のある変更のみを希望するときは、以下の事項を記載

した変更要求通知を乙に送付するものとする。 

(1) 変更要求事項  

(2) 変更開始希望日 ただし、変更開始希望日は、サービス内容変更要求通知の到達の

日から少なくとも１ヶ月間を経過した後の日を記載することを要する。但し、Ⅰ２

（２）ア又はイ該当する場合には、６ヶ月間を経過した日以降とする。 

２．乙は、サービス内容変更通知到達の日から［ ］日以内に簡易変更価格一覧により算

定された変更に要する額、変更方法及びその他甲が定める事項を記載した回答書を甲に

送付する。甲は変更価格に異議がある場合については、[ ]日以内に乙に通知するもの

とし、協議を行うものとする。協議開始後[60]日以内に成立しなかった場合、第○条に

定める紛争解決手続により合意を図るものとする。 

３．乙は、所定の期日までに変更を実施するものとする。甲は、［   ］までに、変更に

要した額を支払うものとする。 

 

【サービス内容の変更に関する実務上のポイント】 

ＰＦＩは長期契約であるため、将来の状況変化に対して、サービス内容の変更及びそれ

に伴うサービス対価の変更手続きを規定する。変更規定のポイントは以下のとおり。 

 ①管理者等が要請してサービス内容等を変更する場合、増加コストは管理者等が負担

する。 

 ②小規模な変更に関しては、予め（契約締結時等）価格改定のための算定式を合意し

ておくことが考えられる。 

 ③運営開始の直前や、運営開始１年後など、定期的に事業契約に定められたサービス

内容と実態をレビューし見直しを行う規定を設ける。 
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第９章 表明及び保証等 

 
９－１ 表明及び保証等（新設） 

 
１．概要 

・選定事業者及び管理者等が、事業契約の締結のために必要な内部手続を履践しているこ

と等の事業契約の適法性ないし有効性を基礎づける事実や、必要な許認可を取得している

ことや債務負担行為の設定に係る議会の議決を経ていること等の PFI 事業の遂行に欠く

ことのできない事実の存在について表明及び保証を行うことが規定される。 
・また、選定事業者及び管理者等が、一定の書類の提出義務、一定の事項の通知義務、さ

らに一定の行為を行う義務又は一定の行為を行わない義務をそれぞれ遵守することにつ

いて、誓約ないし約束することが規定される。 
 
２．趣旨 

・表明及び保証（representations and warranties）という概念は、もともとは欧米の契約

実務において用いられてきたものであるが、近時は我が国においても、主として協調融資

や企業の合併・買収等の複雑な企業間取引にかかる契約実務において活用される例が増大

しており、また未だ少数ながらも表明保証条項の法的効力について判断する裁判例も現れ

始めているところである。表明保証条項を契約に定める意味は、契約当事者が契約関係に

入るに際して、一定の重要な事実が存在することを相手方に言明させることにより、相手

方による契約上の義務履行に対する信頼を高めることができるとともに、仮に相手方が表

明保証した事実が存在しないことが判明した場合には、契約を解除して契約関係を解消し

たり、表明保証された事実が存在すると信じたことによって被った損害の賠償を請求する

等の契約上の救済措置を可能とする点にある。このように、表明保証は、それを行う時点

（通常は契約締結日）において存在する事実を言明するものであるので、その対象は過去

又は現在の事実ということになり、概念上、将来の事実について表明保証が行われること

はない。 
・一方、誓約（covenants）ないし約束（undertakings）という概念も、欧米の契約実務で

一般的に用いられる用語ではあるが、その内容は、契約当事者が一定の行為を行う義務又

は一定の行為を行わない義務を定めるものに過ぎず、その意味においては、当事者が遵守

すべき義務を定める我が国の一般的な契約条項と特段その機能を異にするものではない。

従って、あえて「誓約」ないし「約束」という名称の条項を定めることは必要ではなく、

通常の契約条項として規定すれば足るものではあるが、契約当事者が契約期間中に遵守す

べき事項が多数存在し、まとめて記載した方が一覧性の観点から便宜であるような場合に、

このような条項を設けることが考えられる。 
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・表明保証条項や誓約条項においていかなる事項を規定するかについては、それぞれの PFI
事業の事業内容やその事業の抱えるリスクの内容に応じて、個々の事業毎に検討する必要

がある。なお、過去の事例においては、病院案件以外の事業契約において表明保証条項や

誓約条項が規定される例は多くはないが、例えば選定事業者による選定事業者自身の設立、

契約締結権限及び業務遂行能力に係る表明保証や、管理者等による債務負担行為の設定に

係る表明保証について規定される例がある。 
 
３．留意点 

・表明保証については、上記の通り、そもそも欧米の契約実務に起源する概念であり、ま

たそれに関連する我が国の裁判例等も未だ極めて少ないため、その法的性格や要件・効果

について解釈が確立していない点も多い。従って、事業契約の作成にあたっては、表明保

証の対象となる事実を規定するに留まらず、表明保証条項に違反した場合の法的効果等

（例えば、解除事由や損害賠償事由への該当性等）についても明確に規定すべきことに留

意する必要がある。 
 
４．条文例 

（事実の表明及び保証） 
第 88 条 乙は、甲に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、

保証する。 
(1)乙が、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づき適法に設立され、有効に存続する株式

会社であること 
(2)乙の本店所在地は●●内であること 
(3)乙は、本契約を締結し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を

有し、本契約上の乙の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、乙に対して強制

執行可能であること 
(4)乙が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び乙の定款、取締役会規則そ

の他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること 
(5)本契約が、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこ

と 
(6)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用されるすべての法令及

び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、乙が当事者であり又は乙が拘

束される契約その他の書面に違反せず、また乙に適用される判決、決定又は命令に違反

しないこと 
(7)乙の定款記載の目的が、本事業の遂行に限定されていること 
(8)乙の資本金が●円以上であること 
(9)乙が、破産手続又は民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始その他の法的
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倒産手続開始の申立てをしておらず又は、第三者によるかかる手続の申立てもなされて

いないこと 
(10)乙が、支払不能、支払停止又は債務超過の状態になく、かつ、本事業を行うことによっ

て支払不能又は債務超過の状態に陥るおそれがないこと 
(11)乙が、公租公課を滞納していないこと 
(12)債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹

起せしめる事実はいずれも存在せず、また、乙の知る限り、本事業の遂行に関し、重大

な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと 
(13)乙による本事業の遂行に必要であって、本契約の締結に先立ち乙が取得し又は、届け出

るべき許認可がある場合、当該許認可の一切が適法に取得され、届出が適法に完了し、

法的手続が適法に履践され、かつ、かかる許認可、手続が有効であり、また将来取り消

されるおそれがないこと 
(14)乙の知る限りにおいて、本事業を実施するために必要な乙の能力又は本契約上の義務を

履行するために必要な乙の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査

は、乙に対して係属しておらず、その見込みもないこと 
(15)本契約に関し、乙が甲に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点にお

いて一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在甲に対し開示

されておらず、かつ開示された場合に、甲の決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事

実及び状況の存在を乙が認知していないこと 
(16)乙の定款に会社法第 326 条第２項に定める取締役会、監査役及び会計監査人に関する定

めがあること 
２ 甲は、乙に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証

する。 
(1)甲が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び内部規則上要求されている

授権その他一切の手続を履践していること 
(2)本契約は、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行

可能な甲の義務が生じること 
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、甲に対して適用されるすべての法令及

び内部規則に違反せず、甲が当事者であり又は甲が拘束される契約その他の書面に違反

せず、また甲に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと 
(4)甲による本契約上の債務不履行を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不

履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、甲の知る限り、本事業の遂行

に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと 
(5)［●●議会］において、本契約を締結するために必要な債務負担行為の議決がなされた

こと 
(6)本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続が、裁判所又は政府
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機関において提起又は開始されておらず、また、甲の知る限り、そのおそれもないこと 
(7)本契約に関し、甲が乙に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点にお

いて一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在乙に対し開示

されておらず、かつ開示された場合に、乙の本事業に関する決定に重大な影響を及ぼす

ことが相当な事実及び状況の存在を甲が認知していないこと 
(8)本件土地の境界については、隣接する土地の所有者又は占有者との間において、訴訟、

調停、仲裁その他の法的手続又は紛争解決手続は一切存在せず、隣地の所有者又は占有

者から、境界につき、何らのクレーム、異議、不服又は苦情の申入れはないこと。本件

土地に対する隣接地及びその建物又は構造物による不法な侵害は存在しないこと 
 
（乙による約束） 
第 89 条 乙は、甲に対し、本契約締結後 10 日以内に、甲が合理的に満足する形式及び内

容の次の各号に掲げる書面を提出することを約束する。なお、次の各号の書面の記載内

容が変更された場合も同様とする。 
(1)調印済みの株主間協定の原本証明付の写し 
(2)許認可に関する以下の書類 
ア 本事業を遂行するために必要であって、本契約締結に先立ち乙が取得又は届出をす

べき許認可がある場合、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持されていること

を証する書面の写し 
イ 本事業を遂行する協力企業及び協力企業の委託先の企業（再委託先も含む。）並びに

これらの使用人が本契約締結に先立ち取得又は届出をすべき許認可がある場合、当

該許認可を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し 
(3)乙に係る以下の書類 
ア 原本証明付きの定款の写し 
イ 商業登記簿謄本 
ウ 印鑑証明書 
エ 本契約締結に係る授権を証する原本証明付きの取締役会議事録等の写し 

(4)その他甲が別途合理的に定める書類 
２ 乙は、甲に対し、以下の書類を適宜提出することを約束する。なお、次の各号の書面

の記載内容が変更された場合も同様とする。 
(1)第５条の規定に従い、契約保証金を納付したこと（第５条に定めるいずれかの方法を取

ったこと、又は第５条に従い履行保証保険を締結し、若しくは履行保証保険の保険金請

求権に質権を設定したことを含む。）を証する書面 
(2)乙は、協力企業との間で契約を締結した場合は、当該契約締結後 10 日以内に、当該契約

の写しを提出すること 
(3)本事業の資金調達のために融資団との間で融資契約を締結した場合は、当該契約締結後
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10 日以内に融資契約を締結したことを証する書面を提出すること 
(4)本事業を遂行するために必要であって、本契約締結後に乙が取得又は届出をすべき許認

可があり当該許認可を取得又は完了した場合は、当該取得又は完了後 10 日以内に、当該

許認可を取得又は完了したことを証する書面の写しを提出すること 
(5)本事業を遂行する協力企業及び協力企業の委託先の企業（再委託先も含む。）並びにこれ

らの使用人が本契約締結後に取得又は届出をすべき許認可があり当該許認可を取得又は

完了した場合は、当該取得又は完了後 10 日以内に、当該許認可を取得又は完了したこと

を証する書面の写しを提出すること 
(6)本事業の進捗状況など、本事業又は乙に関する情報で、随時甲が合理的に要求する書類

又は資料を提出すること 
３ 乙は、甲に対し、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。 

(1)乙が、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること 
(2)乙の本店所在地は●●内であること 
(3)乙の資本の額が●円以上であること 
(4)乙が株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、代表企業及び

構成員が乙の全議決権を保有し、かつ、代表企業の議決権保有割合が株主中 大であ

ること 
(5)乙の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること 
(6)乙の定款に会社法第 326 条第２項に定める取締役会、監査役及び会計監査人に関する

定めがあること 
(7)乙の議決権株式は、会社法第２条第 17 号に定める譲渡制限株式とすること 
(8)議決権株式を保有する株主から株式譲渡の承認を請求されたときは、当該譲渡につい

て甲の事前の書面による承諾を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承

認する取締役会決議を行わないこと 
(9)乙は、本契約を締結し履行する完全な能力を有し、本契約上の乙の義務は、法的に有

効かつ拘束力のある義務であり、乙に対して強制執行可能であること 
(10)乙が本契約を締結しこれを履行することにつき、日本国の法令及び乙の定款、取締役

会規則その他社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること 
(11)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用されるすべての法令

に違反せず、乙が当事者であり若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、

又は乙に適用される判決、決定若しくは命令に違反しないこと 
(12)乙は、本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真

正、完全かつ正確な情報を甲に対して提供すること 
(13)甲に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること 
ア 債務不履行事由その他乙による本契約違反 
イ 前条第１項に規定する表明及び保証に係る不実が判明したこと 
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ウ 乙と協力企業との間の契約違反又は協力企業とその委託先との間の重大な契約違反 
エ 乙が当事者となっているその他の契約における乙の重大な契約違反 
オ 来院者又は患者から病院、乙若しくは協力企業（委託先及び再委託先を含む。）又は

これらの職員に関し、要望、苦情等を受けたこと 
カ 乙の商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他甲に届け出た事項についての変更 
キ 乙に対する訴訟若しくは行政手続の提起若しくは係属、又はそのおそれのある事実 
ク 協力企業等に対する国又は地方公共団体による業務停止又は指名停止の事実 
ケ 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更 
コ その他乙又は本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす事実 
サ 時の経過又は通知により、上記アないしウのいずれかに該当する事実又はそのおそ

れのある事実の発生 
(14)本事業を遂行するために必要な許認可を取得又は完了し、本事業の期間中その効力を維

持し、必要な場合には適宜これを変更又は更新すること 
４ 乙は、事業期間中、以下の各号に掲げる行為を行わないものとする。ただし、甲が別

途書面により承諾した場合にはこの限りではない。 
(1)本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、本契約上の地位及び本事業につ

いて甲との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを譲渡、担保提供そ

の他の方法により処分すること 
(2)甲に対して有する債権について、これを第三者に譲渡、担保提供その他の方法により処

分すること 
(3)本件工事対象施設の出来形の全部又は一部の譲渡、担保権設定又は実行その他の方法に

より処分すること 
(4)定款記載の目的の範囲外の行為を行うこと又は本事業以外の事業を遂行すること 
(5)定款記載の目的の変更 
(6)破産手続又は民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始その他の法的倒産手

続開始の申立て 
 
（甲による約束） 
第 90 条 甲は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。 
(1)甲が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び内部規則上要求

されている授権その他一切の手続を履践すること 
(2)本契約上の甲の債務を履行するために必要な一切の措置を講じること 
(3)本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全

かつ正確な情報を乙に対して提供すること 
(4)本契約締結日現在乙に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙の本事業に関

する決定に重大な影響を及ぼす可能性がある事実及び状況の存在を甲が認知した場合に
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は、直ちに乙に通知すること 
(5)本件土地の境界について、隣接する土地の所有者若しくは占有者との間における、訴訟、

調停、仲裁その他の法的手続若しくは紛争解決手続、隣地の所有者若しくは占有者から

のクレーム、異議、不服若しくは苦情の申入れ又は、本件土地に対する隣接地及びその

建物若しくは構造物による不法な侵害を認識した場合には、直ちに乙に通知すること 
(6)乙が本件土地を本事業に使用するために必要な事務を行うこと 
(7)乙に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと 
ア 本事業に関し、甲が、保険会社等との間で各種保険契約を締結した場合は、当該保

険契約書の原本を甲が受領後 10 日以内に当該保険契約書の写し（契約変更、更新、

新たに契約を締結した場合も同様とする。）を提出すること 
イ 本事業を遂行するために必要であって、本契約締結後に甲が取得又は届出をすべき

許認可があり当該許認可を取得又は完了した場合は、当該取得又は完了後 10 日以内

に、当該許認可を取得又は完了したことを証する書面の写しを提出すること 
(8)乙に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること 
ア 債務不履行事由 
イ 第 88 条第２項に規定する表明及び保証に係る不実が判明したこと 
ウ その他甲による本契約違反 
エ 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更 

オ 時の経過又は通知により、上記アないしウに該当する事実又はそのおそれのある事実

の発生 
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第１０章 契約期間及び契約の終了 

 
１０－１ ＰＦＩ事業における契約の終了（契約ＧＬ：５） 

 

・ＰＦＩ事業契約の終了には、契約期間の満了による場合の他、ＰＦＩ事業契約期間中に

おけるＰＦＩ事業契約の解除による場合がある。このＰＦＩ事業契約の解除には選定事

業者の帰責事由による場合（管理者等が解除権を有する、「１０－３ 選定事業者の債務

不履行による解除」で解説）、管理者等の帰責事由による場合（選定事業者が解除権を有

する、「１０－４ 管理者等の債務不履行による解除」で解説）、及び不可抗力や法令変

更の場合がある。なお、ＰＦＩ事業契約の解除に伴い、当事者に損害賠償又は違約金等

の支払義務が発生する（「１０－６ 解除の効力」及び「１０－７ 違約金」で解説）。 
・ＰＦＩ事業契約においては、基本方針に「当事者が協定等の規定に違反した場合に、選

定事業の修復に必要な適切かつ合理的な措置、債務不履行の治癒及び当事者の救済措置

等を規定すること（基本方針三２（２））」、「事業修復の可能性があり、事業を継続する

ことが合理的である場合における事業修復に必要な措置を、その責めに帰すべき事由の

有無に応じて、具体的かつ明確に規定すること。（基本方針三２（６））」と定められてお

り、当事者がＰＦＩ事業契約上の義務を履行しない場合であっても、選定事業に修復の

可能性があり、かつ、継続が合理的であるときには、当事者及び関係者が選定事業の修

復を図ることとし、修復に必要な適切かつ合理的な措置等を規定することとなる。 
・したがって、ＰＦＩ事業契約においては約定解除権が規定される（民法第５４０条第１

項）。約定解除権を規定することにより、選定事業の適正かつ確実な実施の確保を図るた

め、法定解除権の解除事由及び解除要件を補充・修正することや、法定解除権とは別の

解除事由及び解除要件を規定することができる。 
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１０－２ 契約期間（契約ＧＬ：１－３） 

 
１．概要  

・契約期間について、始期は、契約締結日であり、その日からその効力を生じることとし、

終期は、特定の年月日、又は施設の供用開始から一定期間を経過した日である旨規定さ

れる。 
 
２．関係法令の規定 

・会計法及び予決令では、契約書に履行期限を記載することとしている（会計法第２９条

の８第１項及び予決令第１００条）。 
・支払遅延防止法においても同趣旨の規定がなされている（支払遅延防止法第４条第２号） 。 
 
３．条文例 

 
（契約期間） 
第 91 条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、運営業務等終了日をもって終了する。

ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守

秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。 
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１０－３ 選定事業者の債務不履行による解除（契約ＧＬ：５－１） 

 
１．概要 

・管理者等は、選定事業者がＰＦＩ事業契約上の義務を履行しない場合、選定事業者に対

して一定の期間を定めて催告し、この期間を経過しても是正されない場合、ＰＦＩ事業

契約を解除できる旨規定される。但し、選定事業者による契約違反が選定事業者と管理

者等の間の信頼関係を破壊するものであり、選定事業者に対して催告を行っても不履行

の是正が図られる見込みがない場合、管理者等は無催告で解除できる旨が特約として定

められる。 
 
２．趣旨 

・管理者等は、選定事業者がＰＦＩ事業契約上の義務を履行しない場合、基本的には選定

事業者に対して是正に必要な一定の期間を定めて催告し、この期間を経過しても是正さ

れない場合、ＰＦＩ事業契約を解除できる旨規定される。設定された是正期間以内に、

不履行の是正がなされた場合には管理者等はＰＦＩ事業契約を解除できないこととなる。

ＰＦＩ事業契約に則して公共サービスが継続的に提供されることが重要との観点から、

管理者等による解除権行使の前にまず選定事業者に自ら不履行を是正（義務の不履行を

「治癒」し、「修復」を図ること）することの経済的動機付けを与えることが必要である。

但し、選定事業者による契約違反の程度が著しく選定事業者と管理者等の間の信頼関係

を破壊するものであり、選定事業者に対して催告を行っても不履行の是正が図られる見

込みがない場合は、管理者等は無催告で解除できる旨を特約として定められる。 
・基本方針において、「事業継続が困難となる事由をできる限り具体的に列挙し、当該事由

が発生した場合又は発生するおそれが強いと認められる場合における協定等の当事者の

とるべき措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規定する

こと」、「事業修復の可能性があり、事業を継続することが合理的である場合における事

業修復に必要な措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規

定すること」が定められており（基本方針三２（６））、解除事由、その事由が発生した

場合又は発生のおそれが強い場合に当事者のとるべき措置等について具体的かつ明確に

規定することを要請している。 
 
３．解除事由 

・長期に亘るＰＦＩ事業契約は、当事者間の信頼関係を基礎としており、当事者のいかな

る行為が債務不履行に該当し、その場合他方の当事者はいかなる手続をもってＰＦＩ事

業契約を解除できるかについてあらかじめ合意しておくことが必要となる。かかる観点

から、債務不履行解除の要件を明確にするための規定が置かれる。また、選定事業の適

正かつ確実な実施の確保を図る観点から、法定解除事由である債務不履行の成立を必要
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としない約定解除事由を規定する場合も多い（関連：１０－５ 公共施設の管理者等に

よる任意解除）。 
・解除事由の規定については、基本方針において、「協定等の解除条件となる事由に関しそ

の要件を具体的かつ明確に規定すること、事業継続が困難となる事由をできる限り具体

的に列挙すること」（基本方針三２（６）（７））が定められており、管理者等による解除

事由について、厳格に規定する必要がある。 
・以下に解除事由を例示する。 
 
①設計、建設工事への着手の遅延 
・設計又は建設工事への着手の遅延は、ＰＦＩ事業契約の目的達成の第一段階であり、予

定した期日を過ぎてもこれらに着手しない場合、工程に無理をきたして施設の品質に重

大な悪影響を与えること等が想定され、契約関係を維持してもＰＦＩ事業契約等に従っ

た公共サービスの提供が見込めないことから、管理者等による解除事由となる。 
・具体的には、選定事業者が設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設

工事に着手せず、相当の期間を定めて催告しても、選定事業者から管理者等に対して合

理的な説明がないとき、管理者等がＰＦＩ事業契約の解除権を取得する。なお、選定事

業者が正当な理由なく設計又は建設工事への着手を遅延したとき、特段の催告をするこ

となく、管理者等がＰＦＩ事業契約の解除権を取得する旨規定するという例もある。 
 
②施設の完成、引渡し（又は運営開始）の遅延 
・選定事業者が公共サービスを提供するために不可欠な施設の完成や施設の引渡し（又は

運営開始）が遅延しており、予定された期日（引渡し（又は運営開始）予定日が延期さ

れた場合には、延期後の予定日）から一定期間経過後も、なお履行される見込みが明ら

かでない場合、契約関係を維持しても公共サービスの提供が見込めないことから、管理

者等による解除事由となる。 
 
（ＢＴＯ方式の選定事業の場合） 
・選定事業者の帰責事由により、引渡し予定日から一定期間経過しても引渡しが出来ない

とき、又はその見込みが明らかでないときを管理者等による解除事由とする規定を置く

ことが通例である。運営業務の開始予定日が重視される選定事業については、履行期限

として「引渡し予定日」ではなく「運営開始予定日」を設定し、当該運営開始予定日よ

り一定期間経過しても施設の運営開始体制が整わないときを、管理者等による解除事由

とする規定を置くこともある。 
 
（ＢＯＴ方式の選定事業の場合） 
・施設の建設工事の完成に着目し、選定事業者の帰責事由によって、予定された工期内に
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施設が完成せず、かつ、予定工期の経過後相当の期間以内に建設工事を完成する見込み

が明らかにないと認められるとき、若しくは施設の運営開始時点に着眼し、選定事業者

の帰責事由により、施設の運営開始予定日から一定期間経過しても施設が運営開始出来

ないとき、又はその見込みが明らかにないと認められるときなどを、管理者等による解

除事由とする規定を置くことが通例である。 
 
③維持・管理、運営業務に関する債務不履行 
・選定事業者による維持・管理、運営業務に関し債務不履行の状況があらかじめ定めた一

定程度以上継続する場合、契約関係を維持してもＰＦＩ事業契約等に従った公共サービ

スの提供が見込めないことから、管理者等による解除事由となる。 
・例えば、具体的な解除までの手順としては、選定事業者による維持・管理、運営業務に

関し債務不履行が生じた場合、対象となる債務不履行に相当する「サービス対価」の減

額措置や支払い留保措置を講じつつ、 
１）あらかじめ定めた一定程度以上に債務不履行の状況が繰り返される場合、選定事業

者自ら履行体制を強化し、改善を図る。 
２）管理者等は選定事業者に改善措置を講じるよう通告し、改善計画書の提出を求め、

選定事業者は合意した改善計画書に基づき改善を図る。 
３）選定事業者による当該債務不履行を改善、是正する期間を設け、それでもなお改善

されず、あらかじめ定めた一定程度以上の債務不履行の状況が継続するときは、一

定の通告期間経過後、管理者等が解除権を取得する旨規定される 
ことが考えられる。（関連：７－２ 「サービス対価」の支払、１０－６ 解除の効力、

参照：「モニタリングに関するガイドライン」） 
 
④選定事業者の破産 
・選定事業者の破産、会社更生、民事再生、会社整理若しくは特別清算の手続きの開始又

はこれに類似する手続きについて選定事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又

は第三者によってその申立てがなされたときは、選定事業者が選定事業を継続すること

が不可能な程度に経済的に破綻しており、且つ選定事業者による選定事業の修復が不可

能であるため、管理者等による解除事由となる。  
・選定事業者が支払不能又は支払停止となったときや一定金額以上の債務の履行を一定日

数以上に亘り遅延したときなど、破産原因自体又はそれを推定させる事由の発生があり、

ＰＦＩ事業契約の目的を達することが不可能となる蓋然性が高いと判断されるときは、

選定事業者による債務不履行の成立を待たずに管理者等は解除権を取得するとすること

もあり得る。 
 
⑤選定事業者による事業放棄 
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